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東大和市議会の個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例    

 東大和市議会の個人情報の保護に関する条例（令和５年条例第２０号）の一部を次

のように改正する。 

 第４６条の見出し中「審査会」を「審査請求に関する審査会」に改め、同条第１項

中「第１条」を「第１条の２」に、「に諮問し」を「（以下「審査会」という。）に

諮問し」に改める。 

 第５１条の見出し中「審議会」を「制度運用に関する審査会」に改め、同条中「東

大和市個人情報保護審議会条例（令和４年条例第３４号）第１条に規定する東大和市

個人情報保護審議会」を「審査会」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （東大和市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正） 

２ 東大和市情報公開・個人情報保護審査会条例（令和４年条例第３３号）の一部を

次のように改正する。 

  第２条第１項第３号中「令和５年条例第２０号。」の次に「第５号、」を加え、

同項に次の１号を加える。 

 （５）議会個人情報保護条例第５１条の規定による諮問に応じ調査審議すること。 

  第１０条の２第１項中「同じ。）」の次に「及び議会」を加え、同条第２項中

「実施機関」の次に「及び議会」を加える。 

 （東大和市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正に伴う経過措置） 

３ この条例の施行の日前に改正前の第５１条の規定により東大和市個人情報保護審

議会条例を廃止する条例（令和８年条例第  号）による廃止前の東大和市個人情

報保護審議会条例（令和４年条例第３４号）第１条に規定する東大和市個人情報保

護審議会にされた諮問は、東大和市情報公開・個人情報保護審査会条例第１条の２

に規定する東大和市情報公開・個人情報保護審査会にされたものとみなす。 

 


